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2.食 料の安全保障と食料の主権

現在の持続可能な開発目標(SDGs)の ひとつは、

飢餓の撲滅である。グローバルな視点からみると、

世界各地の食料不足は、人口の増加、政情不安に

よる紛争の勃発や長期化、気候変動や異常気象の

頻発な どによって引き起こされている。2017年 に

は世界51か 国、約1億2400万 人が危機的な食料不

足に直面 して いる。食料問題 はグローバルな課

題であり、先進諸国による援助が実施されている

(WorldFoodProgramme2018)。

この食料不足の問題は、 「食料の安全保障」の

問題として、さらに近年は 「食料の主権」の問題

として国際的に論 じられ、問題解決が図られるよ

うになってきた。

食料 の安全保障 とは、 「全ての人が、 いかなる

時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上

のニーズと嗜好を満たす ために、十分で安全か

つ栄養のある食料を、物理的、社会 的および経

済的にも入手可能であるときに達成 され る状況」

(FAO2006)で ある。食料の安全保障には4つ の

る。本論文では、アラスカ先住民社会にお ける

食料確保について、近年、国連などにおいて国際

的に注 目を浴びている 「食料の安全保障」(food

security)と 「食料 の主権」(food　sovereignty)と

いう視点か ら検討を加え る。すなわち、 アラス

カ州北西地域のウットゥキアグヴィク(Utgiagvik、

旧バロー)村2)に おけるアラスカ先住 民イヌ ピ

アッ トの食料の安全保障と主権の状況について報

告する。その上で食料の安全保障や食料の主権を

脅かす諸要因について紹介し、彼らの生業活動の

ひとつである捕鯨を食料の安全保障 と食料の主権

の観点から検討する。

1.は じめに

　北アメリカ極北地域の先住民社会は地球温暖化

や経済のグローバ リゼーションの影響を受けて急

激に変化 しつつある。同社会が直面している主な

課題には、(1)政 治的自律、(2)経 済的自立、(3)

食料確保、(4)社 会 ・健康問題、(5)文 化 やアイ

デンティティの継承の問題などがある。 これらは

相互に関連 しあった問題であるが、ここでは食料

確保の問題を取 り上げる。

　北アメリカ極北先住民の生業は、狭義には動植

物を捕獲 ・採集することを指すが、広義には動植

物の捕獲 ・採集から加工 ・処理、分配 ・流通 ・消費、

廃棄へといたる一連 の活動系とそれに関連する儀

礼活動の活動系を含んでいる。それ らの2つ の活

動系には、それぞれ行 動的側面(実 践や行動規則)、

社会的側面(活 動の基盤 にある社会関係)、技術 ・

道具的側面(技 術や道具の使用)、 イデオロ ギー

的側面(世 界観や宗教)、 知識的側面(自 然環境

や動植物についての土着知識)が 存在 している(岸

上2008)。 彼 らは各種の生業活動の実践を通 して、

文化や社会、アイデンティティを再生産させてき

た(岸 上1996;Fienup-Riordan　 1983;Nuttall　1990;

Wenzel　1991)。 そ して筆者はカナダ ・イヌイ ッ ト

社会やアラスカのイヌピアッ ト社会を事例 として、

ホ ッキ ョククジラやカリブーのような動物資源の

存在 と生業活動が先住民文化やアイデンティティ

の維持 においてきわめて重要であることを指摘し

てきた(岸 上1998,2007；2014a；Kishigami　 2013a,

2013b)。 現在でもこのことはある程度妥当性 を持

つ と考 える(た とえば、Wcnze12019な ど〉。

　北アメリカ極北地域の先住民社会では、生業活

動の不振は食料不足をもたらす。そしてその食料

不足は個人だけでな く社会集団の存続を危 うくす
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要素がある。第1は 供給面(food　 availability)の

要素であ り、適 切な品質の食料が十分 に供給 さ

れているかどうかに係わる。第2は アクセス面

(food　access)の 要素であ り、栄養ある食料を入

手 しうるための合法的、政治的、経済的、社会

的な権利があるか どうかに係わる。第3は 利用

面(utilization)の 要素であ り、安全で栄養価 の

高い食料 を摂取できるかに係わる。第4は 安定面

(stability)の要素であ り、 いつ何時でも適切な食

料を入手できる安定性があるかに係わる。このよ

うな状態 を達成することは、各国政府や国連な ど

の国際機関の目標である。

　一方、 「食料の主権」は、中小農業者 の国際的

NGoで ある「ビア・カンペシーナ」("Vla　Campesina")

が1996年 に考案 し、世界に広めた言葉で、食料生

産や流通の主権を食料生産者やコミュニティに取

り戻すべきだという主張である。2007年 にアフリ

カのマリ共和 国のニェレニ(Nyeleni)で 開催 さ

れたフォーラムでは、「食料の主権」の6つ の柱

を強調 している(Food　 Secure　Canada　2012)。(1)

人々のための食料に焦点を当て る。(2)食 料 を供

給 して くれる人々を尊重 す る。(3)食 料システム

を地域に根ざしたものにす る。(4)地 元の管理に

ゆだね る。(5)知識 や技術 を構築す る。(6)自 然

と連携する。 この 「食料の主権」という考え方 も、

食の安全保障と岡様に入々が食料を生産し、消費

する上で重要な要件であると国際的に考 えられる

ようになった。

　 この2つ の主張 には重なる部分もあるが、「食

料の安全保障」は食料の確保 を国家や国際社会の

立場か ら取 り扱うのに対し、「食料の主権」 は地

域に焦点があるという違いが見 られる。近藤は、

両者のあいだに「食 料安全保障がグローバルなレ

ベルでの食料生産と配分に焦点化する傾向がある

のに対して、食料(の)主 権はローカルなレベル

での食料生産に関する意思決定を尊重するという

視点の違い」(近 藤2018:5)が あることを指摘 し

ている。ゴーディロ(Gordillo　2013:vi)に よると、

両者とも将来の需要を満たすために食料生産やそ

の生産性をあげることの必要性を強調する点、食

料へのアクセスを中心課題としている点、食料の

栄養価や直面する一時的な危機が発生した場合の

食料生産を社会的に保護する必要性を重視する点

などには共通性があるという。その一方で、2つ

の点で大きな違いがみられるという。第1の 違い

は、食料の安全保障は食料が確保されている限り

は誰が生産者であるか(た とえば、政治経済力の

ある多国籍企業の食料生産)に ついてほとんど関

心を払わないが、食料の主権は多様な食料市場に

おける権力格差やだれが生産者であるかを問題 と

している点である。第2の 違いは食料が生産され

る方法についてである。食料の安全保障は食料生

産の様態には特別な注意を払わない一方、食料の

主権は非産業的小規模農業など、小規模単位での

食料獲得の方法を重視している。

　第3世 界の人々の食料の安全保障に関しては多

数の研究が存在 してきた一方で、世界各地の先住

民の食料の安全保障や食料の主権についてはこれ

まであまり検討され ることがなかった。 しか し、

21世紀に入 り、北アメリカ先住民研究において 「食

料の安全保障」や 「食料の主権」についての研究

が出版 されは じめた13)。

3.ア ラ ス カ 先 住 民 イ ヌ ピア ッ トの 混 交 経 済

北 ア メ リ カ極 北 地 域 の多 くの 先 住 民 は 、 賃 金 労

働 と食 料 確 保 を 目的 と した狩 猟 ・漁 労 ・採 集 と を

組 み合 わ せ な が ら、 生 計 を 立 て て い る 。 彼 らの 経

済 シ ス テ ム は、混 合 経 済(amixedeconomy)に よ っ

て 特 徴 づ け られ る(ex.BumSilver,Magdallz,Stotts,

Berman and Kofinas 2016;Ready and Power 2018;

Wcnzel 2019;Wolfe1984;Wolfe　 and　Walker　 1987)。

ア ラ ス カ の先 住 民 社 会 の経 済 は現 金 経 済 と生 業 狩

猟 ・漁 労 ・採 集 経 済 の 混 交 シ ス テ ム を 形 成 して

い る が 、 狩 猟 ・漁 労 ・採 集 に よ っ て 得 る野 生 食 料

(wildfood)の 生 産 性 が 非 常 に 高 い こ と を 特 徴 と

して い る。ア ラス カ州 の 極 北 地 域 で は 年 間 で4,657

トンの 野 生 食 料 が 採 捕 さ れ て お り、 そ れ を現 金 に

換 算 す る と8,200万 ドル に相 当 す る と い う(ADFG

2017)o

3.1ア ラスカ先住民の村 ウットゥキアグヴィク

ウッ トゥキアグヴィク村は、北緯71度29分 、西

経156度79分 に位置し、チュクチ海に面する米国

最北端の村である。2015年 の総人口は5,315人 で
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あ り、そのうちの67パ ーセン トに相 当す る3,560

人が先住民である。先住民のほとん どはイヌ ピ

ァッ トであ り、春季と秋季に捕鯨に従事しているC

3.2ウ ットゥキアグヴィク村のイヌ ピアットの混

　　交経済

　アラスカ州魚類 ・獲物局生業部(Alaska　 Depart-

meat　of　Fish　and　Game,　Division　of　Subsistence)で

は、2015年1月 に12名 の調査員が、ウットゥキア

グヴィク村の1584世帯 よ り259世 帯(16%)を 抽

出し、生業活動状況について調査を実施した(lkuta

2018;Mikow　 and　lkuta　2016)。 ここでは、 同調査

の結果 と私 自身の現地調査に基づいてアラスカ州

のウットゥキアグヴィク村の混交経済を紹介する、

便宜上、貨幣経済的側面と生業経済的側面に分け

て記述する。

3.2.1貨 幣経済的側面

　現在のアラスカ先住民社会は、グローバル化 し

た米国経済システムの中に存在 している。かつて

は狩猟 ・漁労 ・採集 と交易による自給自足経済が

社会の基盤をな していたが、現在のイヌピアッ ト

は賃金労働や先住民会社の配当金、各種補助金か

ら現金収入を得て、家賃や電気代などを支払い、

食料品や狩猟道具、自動車やスノーモービル、モー

ターボー ト、船外機を購入 し、生活を営んでいる,

現金収入なくして彼 らの生活が成り立たないとい

う点で、現在のイヌピアッ ト社会の経済基盤は貨

幣経済であるといえる。

　しか し、貨幣経済だけで彼 らの生活が成 り立た

ないのも事実である。ウットゥキアグヴィク村の

2014年 の世帯あたりの平均年収は約10万7千 ドル

(約1156万 円)で あ り、かな り高額な収入がある４）

(Mikow　and　Ikuta　2016:305)。しかし、職業や学歴 ・

経歴の差に起因する収入について、世帯問格差が

広がっており、すべてのイヌピアッ トが裕福なわ

けではない。また、アラスカの周辺地域にある同

村では、全ての物資を空輸もしくは貨物船で運ん

でこなければな らないため、表1で 示すようにア

ンカ レッジと比べても物価が非常に高 く、米国本

土と比べるとはるかに生活費がかかる。 このため

地元の動植物を食料源として活用することが重要

である。

表12010年 のアンカレッジとバローにおける食

料品の価格比較 リス ト

食料品 量 ・数 アンカレッ ウットゥキ
ジでの価格 アグヴィク

村での価格

冷凍牛乳1ガ ロン$3.39$11.79

解 茜キ1ポ ン ド$3.99$7.79

ポークチョップ１ ポ ン ド$2.99$６.99

鶏卵12個$2.59$5.19

バ タ ー1ポ ン ド$5.19$625

砂 糖5ポ ン ド$4.39$8.99

ガ ソ リン1ガ ロ ン$3.83$5.75

バ ナ ナ1ポ ン ド$0.89$2.99

小麦粉 5ポ ン ド$3.45$12.751

(出 典:North　 Slope　 Borough　 2012:33-34)

3。2.2生 業 経 済

　 ア ラ ス カ 州 に あ る 先住 民 社 会 にお け る 生 業 に共

通 す る特 徴 は 、 狩 猟 漁 労 を行 う た め に現 金 収 入 が

必 要 な点 、 肉 や 脂 肪 な ど の獲 物 の 可 食 部 位 は 売 買

す る こ とが 法 的 に禁 止 され て い る 点 、 そ して 肉 な

ど の 可 食 部 位 は 社 会 的 慣 習 と して 無 償 で 分 配 され

る点 で あ る 。 ウ ッ トゥキ ア グ ヴ ィ ク村 の 生 業 の特

徴 は 、 上 記 に加 え て 、 春 季 と秋 季 に ホ ッキ ョク ク

ジ ラ猟 を 行 っ て い る 点 で あ る。 食 料 資 源 の 中 で

ホ ッキ ョク ク ジ ラ の 肉や 脂 皮 、 内 臓 は か な りの

ウ エ ー トを 占 め る(岸 上2012;Kishigami　 2013a,

2013b)0

　 2014年 の ウ ッ トゥキ ア グ ヴ ィ ク村 で は 、1年1

世 帯 あ た り野 生 食 料 は 約392キ ロ グ ラ ム を 入 手 し

て い る5)(lkuta　2018;Mikow　 aad　lkuta　2016:270)。

2014年 の ウ ッ ト ゥキ ア グ ヴ ィ ク 村 で は18頭 のホ ッ

キ ョ ク ク ジ ラ が 陸 揚 げ さ れ 、 約250ト ン の 肉 が 消

費 され た(Mikow　 and　lkuta　2016:273,282)。

　 2014年 の同 村 で は、 約463ト ン の 海 獣 が 捕 獲 さ

れ た 。 これ を単 純 に 計 算 す る と、1世 帯 平 均 で 約

292キ ロ グ ラ ム 、1人 あ た り平 均 で 約7キ ロ を 得

た こ と に な る。 捕 獲 した お も な 海 獣 は、 表2の 通

りで あ る 。
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表22014年 の ウ ッ トゥ キ ア グ ヴ ィ ク 村 の お も な

海 獣 の 捕 獲 重 量(キQグ ラ ム)(Mikowand

lkuta2Q16:273)

海 獣 名 総 量1世 帯 平 均1人 平 均

ホッキョククジラ247,377キロ156キロ47キロ

アゴヒゲアザラシ138,662キロ87キロ26キロ ・

セ イ ウチ46,932キ ロ22キ ロ9キ ロワモンアザラシ11，054キロ

7キロ2キロ ・

シ ロイ ル カ11,026キ ロ7キ ロ2キ ロ

　この表2を 見て分かるようにホッキ ョククジラ

の総重量は、海獣全体の総重量の半分以上を占め

ている。また、同調査チームによると生業に由来

する食料全体の中で海獣が占める割合は約53%で

ある(Mikow　 and　Ikuta　2016:277)。 このことか ら

同村ではホッキョククジラやアゴ ヒゲアザラシ、

セイウチなどの海獣が重要な食料源であるととも

に、表3と 表4が 示すように、それ以外の野生 ト

ナカイな どの陸獣やカモや ガンなどの鳥類、サ

ケやホワイ トフィッシュ、キタカワヒメマスなど

の魚類、サーモンベ リーのようなベ リー類 も重

要な食料源であることがわかる(Mikow　 and　Ikuta

2016:278)。

表3　 2014年 のウットゥキアグヴィク村のおもな

　　　野生食料源の割含(Mikow　 and　Ikuta　20可6:

　　　277)

　種類　　　　　 　　　　割合

　海獣　　　　　　　　　 53%

　大型陸獣　　　　　　　 31%

　鳥類とそれらの卵　　　　3%　 　　　　　 l
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
　サケ類　　　　　　　　 3%　 　　　　　 1

　サケ類以外の魚類　　　 10°0

　その他　　　　　　　　 2%　 　　　　　　1

　動物別に各世帯が利用している割合は、表4に

示すとお りである。

表4　 2014'の ウ ッ ト ゥ キ ア グ ヴ ィ ク 村 の 世 帯

　 　 　 が 利 用 して い る お も な 野 生 食 料 源 の 割 合

　 　 　 (Mikaw　 and　 Ikuta　2416:285)

名称 利用している割合

野生 トナカイ 31%

ホッキ ョククジラ 29%

アゴヒゲアザ ラシ

１6％

ホ ワ イ トフ ィ ッ シ ュ

(Broad　 whitefish)
7%

セイウチ 5%

ガ ン

(White-fronted　 goose)
2%

ワモンアザラシ 1%

シロイルカ 1%

ベニザケ 1%

シロザケ 1%

その他　 　 　 }6%

表4が 示すように、同村では、野生 トナカイ、

ホッキ ョククジラ、アゴヒゲアザラシが重要な野

生食料源である。本稿では取り扱わないが、野生

トナカイは食料として人気があ り、年間で約4300

頭が捕獲 され、総捕獲量が約266ト ンと野生動物

の中でもっとも多い。単純に平均すれば1世 帯あ

た り1年 間で約160キログラム 、1人 あたり約50

キログラムを入手 していることになる。

3.3ウ ッ トゥキアグヴィク村における生業か ら得

　　た野生食料の重要性

　ウッ トゥキアグヴィク村では、収入に比 して物

価が高いため、住民の生活は決して楽ではないが、

ホッキ ョククジラや野生 トナカイのような地元で

生産される野生食料を食料源 として利用しており、

食料における生業狩猟産物が重要であることを強

調しておきたい(Mikow　 and　lkuta　2016)。 現状で

イヌピアットが生きていくためには、現金収入と

ともに野生食料源は不可欠の要素であり、その生

産量(も しくは消費量)を 現金に換算するとかな

りの金額になるため、その利用 には経済的な効果

があるといえる６)(たとえば、ADFG　 2017)。 なお、

全盤帯の91パ ーセン トが食料確保には問題ないと
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回答 している(Mikow　 and　lkuta　2016:307)。

　また、地元で捕獲されるホッキ ョククジラや野

生 トナカイなどは文化的に価値の高い伝統食の食

材である。伝統食は民族のシンボルであり、それ

を食べることは民族アイデンティティの源泉のひ

とつである。これ らを食べることによって人びと

は文化的な満足感を得ることができる。

　とくにクジラが1頭 取れると大量のクジラの肉

や脂皮、内臓などの可食部位が村に持ち込まれ、

祝宴や分配を通 して村人の食料となる。 また、 こ

の祝宴での共食や分配を通 して村人意識や民族

意識、社会関係が維持される(岸 上2012,2014a)、

さらに、捕鯨活動は、狩猟道具 ・技術 ・方法、狩

猟組織、狩猟や 自然環 境、動植物についての知識

世界観などに深 く関連してお り、捕鯨の実践を通

してそれ らは維持 ・促進される(岸上2014a)。

4.伝 統的な食料の獲得と利用の危機的状況

　生業による野生食料の獲得は、文化や社会の維

持や促進にとって重要である。 しか し、現代のイ

ヌピアッ トは、複数の要因のために伝統的な食料

を獲得することや利用することが困難にな りつつ

ある。それ らの要 因として、(1)気 候変動、(2)

気候変動が引き起こ した人間の経済活動の活発化

(石油 ・天然ガス開発と北極航路の開発)、(3)米

国の法律や国際条約の規制、(4)国 家政策 と反捕

鯨活動の展開、(5)環 境汚染の広域化、(6)先 住

民の多様化 と伝統食離れ、(7)生 業捕鯨 ・狩猟 ・

漁労 を行 う上での現金の必要性 などが考 えられ

る(岸 上2009,2014a;Kishigami　 2010)。 本節では、

ウッ トゥキアグヴィク村 のイヌピアッ トによる

ホッキ ョククジラ猟 を事例 として、 これ らの諸要

因について紹介 し、検討を加える。

4.1気 候変動

　21世紀に入 り温暖化の影響が明確に見 られるよ

うになった。温暖化は北極海域の海氷の範囲を狭

くし、夏季には開水域が広域にわたって広がるよ

うになった。このため、動物の生態環境や人間の

活動に影響を及ぼし始めた。 ここでは、 いくつか

の変動誘引要因を紹介する。なお、 ここでは温暖

化がホッキ ョククジラや自然環境に及ぼす直接的

な影響については、検討せず、割愛する７)。

4.2気 候変動が引き起こした人間の経済活動の活

　　発化

　温暖化が引き起 こした人間活動の活発化の事例

は、北極海域における海底での石油 ・天然ガス開

発 と北極海航路の開発な どである。

4,2.1石 油 ・天然ガス開発

　チュクチ海やボーフォー ト海の海底には大量の

石油や天然ガスが埋蔵されていると推定されてい

る。 このため海氷が少な くなった夏季に海域での

石油や天然ガスの採掘が現実味を帯び、有力な石

油会社が1979年 より米国政府か ら海域 をリースし、

埋蔵場所や埋蔵量の探索調査を開始 した。その活

動は、地球温暖化の進展によ りさらに活発化 して

きた。現在では、BP社 、 ロイヤルダッチシェル

社、エクソンモービル社、コノコフィリップス社

といった石油メジャー会社がこの開発 に参加 して

いる(生 田n.d.)。2018年10月1日 現在ではこれ

らの会社は米国政府からチ ュクチ海 とボーフォー

ト海の40か 所にものぼる海域を借 り上げ、そのう

ち3か 所では石油・天然ガスの採掘をお こなって

いる。現在は、米国政府や石油会社、 アラスカ ・

エスキモー捕鯨委員会が協働して石油 ・天然ガス

開発の海域管理を行っている(Lefevre　2013)。

　 この活動にともない、同海域を航行する船舶量

が増加するとともに、弾性波動を利用 した物理探

査(seismic　survey)が 人工的に騒音を発するよう

になった。また、航行船舶 とのホ ッキ ョククジラ

の衝突や接触などの事故の増加や船舶か らのオイ

ル流出による海洋汚染などが懸念されている。

　 これ らは海域を季節的に回遊するホッキョクク

ジラの生態に影響を及ぼす と考え られる。さらに、

イヌピアットの捕鯨活動にも悪影響が出てくる可

能が高い。また、将来、石油や天然ガスの採掘が

本格化すると、偶発的な事故による海への石油流

出の危険性が出てくる。とくに冬季に事故が発生

した場合、海氷のためにその処理のための措置は

困難をきわめることが予想される。

4.2.2北 極航路の開発

　大西洋と太平洋を結ぶ航路に北極海沿岸に沿っ

た北東航路と北西航路が存在 している。両航路と
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も太平洋への出入 り口は、チュクチ海とベーリン

グ海峡、ベーリング海のアラスカの沿岸海域であ

るが、春に北上し、秋に南下するホッキ ョククジ

ラや コククジラの回遊域である。

　近年に至るまで北極海沿岸の海域は1年 を通 し

て海氷が多 く、夏季でも大型船舶による航行は困

難であった。 しかし21世紀 に入 り、ヨーロッパや

ロシアの貨物船 ・タンカーが北東航路を利用 し始

めている。北アメリカ大陸側 も北西海路の利用を

模索中である。両航路の利用が活発化すれば、航

行船舶とのホッキ ョククジラの衝突や接触などの

事故の増加や船舶か らのオイル流出による海洋汚

染などが懸念される。また、間接的にアラスカ先

住民らによる捕鯨活動にも悪影響が出ると考えら

れる。

決によって大幅に修正された り除去 された りする

と、アラスカ先住民はホ ッキョククジラ猟を行う

ことができな くなる。 このように国内的には彼ら

はきわめて脆弱な法的基盤の上で捕鯨を行ってい

るのである。

　 また、 ホ ッキ ョククジ ラな どの生業 によ っ

て捕 獲 した動物 の肉や脂 皮、 内臓な どの可食

部位 は1949年 の捕 鯨 に関す る連邦 法(Whaling

Convention　Act） によって金銭による売買が禁止

されている。 したがって、捕鯨など生業を行 うた

めには、賃金労働などか ら得た現金を使用 してガ

ソリンやオイル、狩猟道具などを購入しなくては

ならない。

　以上のよ うに国内外の取 り決めによってホ ッ

キョククジラ猟は規制を受けているのである。

4.3米 国の法律や国際条約の規制

　ホ ッキ ョククジラは現在で もイヌピア ットに

とって食料としてもまた文化的に重要な資源であ

る。 しか し、1848年 か ら1914年 頃にかけて米国

の捕鯨船らによる乱獲によってホッキ ョククジラ

の生患数が激減 した。 このため、世界規模で同ク

ジラの保護が実施されるようになった。この結果、

イヌピアッ トをはじめとするアラスカ先住民の捕

鯨は法律的に制限がかかっている。

　国際的には国際捕鯨委員会(略 称IWC)に よる

捕獲規制があり、国内的には米国の連邦法やアラ

スカ州法によ って規制が課せ られている。1981

年以降、アラスカ ・エスキモー捕鯨委員会 と米

国 の アメ リカ海洋 大気庁(Natiozlal　Oceanic　and

Atmospheric　Administration、略 称NOAA)と ホ ッ

キ ョククジラの共同管理 を行い、IWCで 合意 され

た捕獲頭数枠内で捕鯨が実施 されている。た と

えば、 アラスカ先住民 とチ ュクチは2013年 か ら

2018年 までの向こう6年 間の捕獲頭数の上限は、

336頭 であった(International　Whaliｎg　Commission

(IWC)2018)。

　一方、アラスカ先住民がホッキョククジラ猟を

実施する法的根拠は、1972年 の米国 「海洋性哺乳

類保護法」と1973年 の米国「絶滅の危機に瀕する

種の保存に関する法律1の 先住民の例外条項であ

る。 もし仮にこの法律の例外条項が連邦議会の議

4.4国 家の環境政策 と反捕鯨活動のグロー バルな

　　展開

　 1970年 代以降、クジラは環境 保護のシンボルと

なり、多くの政府や国際環:境保護 ・動物保護団体

が、反捕鯨の立場を鮮明にす るようになった(河

島2011)。 各国政府や諸団体が反対するのは商業

捕鯨であるが、一部の政府や団体はすべてのクジ

ラの捕獲に反対 している(岸 上2017)。

　現時 点では、先住民生業捕鯨のひとつであるア

ラスカ先住民のホッキョ ククジラ猟は、表立った

反対運動に直面 していないが、問題がないわけで

はない。米国ワシントン州の先住民マカーがコク

クジラ猟を再開できないのは、連邦政府による環

境インパク ト評価の結果が公開されていないのみ

ならず、環境保護 ・動物保護団体が岡捕鯨の違法

性を訴えて法廷闘争を繰 り返すか らである(浜 口

2013)。 このような米国の状況を考慮すると、ア

ラスカにおけるホッキ ョククジラ猟も間接的には

反捕鯨運動の影響を受けつつあると考える。

4.5環 境汚染の可能性

　1980年 代以降、カナダ極北地域を中心にアザラ

シやホッキ ョクグマなどの海獣がPCBやDDTの よ

うな残留性有機汚染物質や水銀の重金属類に汚染

されていることが問題となった(岸 上2002)。 と

くに食物連鎖網 の頂点 にあ り、かつ寿命が長 い
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ホ ッキ ョ ク ク ジ ラな ど の 大 型 海 獣 も 同 様 の物 質 を

体 内 に 蓄 積 して い る可 能 性 が 高 い。 そ の た め そ れ

らを 食 べ る 入 間 は 健 康 被 害 を 受 け る 可 能 性 が あ る 、

近 年 で は 、 北 大 西 洋 上 に あ る フ ェ ロ ー 諸 島 の ヒ レ

ナ ガ ゴ ン ドウ か ら 水 銀 が 検 出 さ れ 大 き な 問 題 と

な っ て い る(Fielding　 2018:264-267)。 さ ら に 極

北 圏 に お いて も プ ラス テ ィ ッ ク ゴ ミや マ イ ク ロ プ

ラス テ ィ ッ ク の 問 題 も懸 念 さ れ て い る 。

　 ア ラ ス カ 近 海 の ホ ッキ ョク ク ジ ラは 残 留 性 有 機

汚 染 物 質 や 水 銀 な どの 重 金 属 類 に よ る 汚 染 度 は 比

較 的 低 い と いわ れ て い るが 、 今 後 注 意 を 払 う べ き

問 題 で あ る(Hockstra　 et　al.2002a,2002b;O'shea

and　Bｒowｎaell　Jｒ1994)。

4.6先 住民の多様化、生業活動離れ、伝統食離れ

20世紀に入 りイヌピアット社会内では、職業や

学歴の多様化、そして生業活動離れが進みつつあ

る。かつてのウッ トゥキアグヴィク村では全ての

馴生が何 らかの形で捕鯨に参加 していたが、現在

では捕鯨などの生業活動にまったく、もしくはほ

とんど参加しない成入男性が増加しつつある。ま

t 、伝統食よ りも欧米食を好む若者も増加しつつ

ある　(岸上20王4)。

　このような変化が同村におけるホ ッキョククジ

ラ猟をはじめとする生業活動の継続に負の影響を

皮ぼしつつあるといえるだろう。

現金が必要である。

　捕鯨キャプテ ンとして春季捕鯨を行 うために

は、250万 円以上の現金 を必要 とする。高賃金 の

労働に従事 したり、多数の家族か らの金銭的支援

を受けた りすること無し には捕鯨を続けることは

できないのである(岸 上2014a;Kishigami　 2013a,

2013b)。 現在のウットゥキアグヴィク村では先住

民会社やアラスカ州政府からの(石 油生産に由来

する)配 当金があり、多 くの成人男女が給料のよ

い仕事に就いているため、ある程度の現金を捕鯨

などに投資できるので、捕鯨を継続することがで

きている。景気が悪 くなったり、アラスカのイヌ

ピア ッ トの土地での石油生産羅が落ち込み、石

油会社からの配当金が少なくなった りすることに

よってイヌピアットの現金収入が減ると、捕鯨な

ど生業活動に従事する頻度が減 ると予想される。

そうなると村に持ち込まれる海獣や陸獣の量が減

り、現金収入が十分でない世帯では食料不足を引

き起 こす可能性もある。

5.イ ヌピアッ トの捕鯨と食料の安全保障、食料

　　の主権

　本節では、イヌピアットの捕鯨に関して、食料

の安全保障および食料の主権 という概念 との関連

で検討を加える。 ここでは、前者を保障、後者を

主権と略称する。

4.7現 金確保の必要性

　捕鯨などの生業活動を維持するためには、現金

収入が不可欠である。たとえば、キャプテンとし

て捕鯨を実施するためには、春季用のウミアック

(皮製大型ボー ト)、船外機付きボー ト、アイスセ

ラー 〈貯蔵用地下天然冷凍庫)、 狩猟道具、爆発

錆頭、スノーモー ビル、ガソリンとオイル、キャ

ンプ用品などを必要 とする。 これ らを調達す る

ためには現金を必要 とす る(岸 上2014a,2014b;

Kishigaini　2013a,2013b)。 すでに述べたように1949

年の捕鯨法では、生業活動で得た海獣や陸獣の売

買は禁止されているし、イヌピア ッ トも慣習 に

従って無償で分配 している。すなわち、彼らは獲

物を捕獲することか ら現金収入を得ることはでき

ない。その一方で、生業活動を実施するためには

5.1イ ヌ ピア ッ トの 捕 鯨 と食 料 の 安 全 保 障

　 先 に述 べ だ よ う に 、 保 障 と は 食 料 の 供 給 面 、 ア

クセ ス面 、 利 用 面 、 安 定 面 の4つ の 側 面 を 強 調 し

た 食 料 確 保 に関 す る考 え 方 で あ る 。

5.i.1供 給 面(food　 availability)

　 供 給 面 は 、 適 切 な 品 質 の 食 料 が 十 分 に 供 給 さ

れ て い る か ど う か に 係 わ る 。 現 行 のIWCの 捕 獲

枠 に 基 づ け ば、 ウ ッ トゥ キ ア グ ヴ ィ ク 村 で は6

年 間 で 最 大132頭(1年 当 た り平 均22頭)の ホ ッ

キ ョ ク ク ジ ラ の 捕 獲 が 認 め られ て い る。 そ し て

捕 獲 さ れ た ク ジ ラ は ル ー ル に 従 っ て 分 配 さ れ た

り、 祝 宴 の 場 で 共 食 さ れ た りす る こ と に よ っ て

多 く の イ ヌ ピ ア ッ トの 食 料 と な っ て い る(岸 上

2012;Kishigaml　 2013a,2013b;Stephen　 R、　Braund

and　Associates　201$)。 過 去 の実 績 は 、 次 の 表5が
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示すように、毎年の捕獲頭数は、最多で27頭 、最

少で18頭 、平均で約22頭 であり、供給は比較的安

定 している。

表5　 2010年 ～2018年 のウッ トゥキアグヴィク村

　　　における捕獲頭数

　 　 　 2【22222222
　 　 　 010　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0年

　 　 　 11111111111111111

　 　 　 8　　　　7　　　　6　　　　5　　　　∠1　　　 3　　　　2　　　　玉　　　 0

春　 　 　 8;　　 81　 121　 　91　　 71　　 21　 141　 　71　 14

季
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　春季捕鯨はナルカタックなど捕鯨祭と結びつい

ているため、秋季捕鯨よりも文化的 ・社会的は重

要である。春季捕鯨での捕獲頭数が少ない場合は、

秋季捕鯨で多 くのクジラを捕獲 し、1年 あたりの

平均捕獲数は捕獲上限枠ぎりぎりの約22頭 となっ

ている。また、捕獲 したクジラの食料としての品

質 も問題はない。このため、現時点ではホッキ ョ

ククジラの供給面ではとくに大きな問題はないと

いえる。

5.i.2ア クセス面(food　 access)

　アラスカ先住民のホッキ ョククジラ猟について

は、国際的なIWCに よる上限付きの捕獲の承認 と

米国の2つ の国内法である1972年 のr海 洋性哺乳

類保護法」 と1975年 の 「危機に瀕す る海洋性哺乳

類保護法」の先住民の例外条項によって法的に承

認されている。

　すでに指摘 したようにイヌピアットらアラスカ

先住民の捕鯨は脆弱な国内法のもとで実施されて

いるが、彼 らはホッキ ョククジラを食料として入

手 しうるための合法的、政治的、経済的、社会的

な権利を持っているといえる。

5.1.3利 用面(utilization)

　ホッキ ョククジラの肉や脂肪は、栄養価の高い

食料である(Ryanolds　 III　et　al.2006)。 また、残留

性有機汚染物質や重金属類の汚染によ り、食料の

安全性が問題となっているわけではない(NSBの

野生生物管理局のJohｎ　Craighead　George談)。 した

がって現時点においてはホッキ ョククジラは食料

として利用する上で とくに問題はない。

5.1.4安 定面(stability)

　ホッキ ョククジラは季節的に回遊する動物なの

で、常時、入手できるわけではない。 しかし、表

5か ら分かるように、ウットゥキアグヴィク村で

は年間平均で22頭 を捕獲 して いる。 また、そ の

肉や脂肪、脂皮などは自然の地下冷凍庫や村の電

気冷凍庫、各家の冷凍機で保管できるので、1年

中食料として利用することができる。年 によって、

また季節によって捕獲量が変動する ことがあるが、

現時点では比較的安定 した食料であるといえる。

　以上か ら、ホッキ ョククジラ猟による鯨肉など

の生産 ・流通 ・消費は、 「食料の安全保障」 を達

成する上での条件を満たしていると考える。

5.2イ ヌピアッ トの捕鯨と食料の主権

　主権には6つ の柱が存在している。 ここでは食

料 としてのホッキ ョククジラを食料の主権の観点

から論じる。

5.2.１人びとのための食料

　主権 の第1の 柱は、食料が人々のためのもので

あるという視点である。ホッキョククジラの肉や

脂肪付き皮部、内臓は、イヌピアッ トが好んで食

する地元産の食料であり、地域外の人びと(非 先

住民)の ために輸出 ・移出する食料ではない。 し

たがってホッキ ョククジラは地元のイヌピアット

のための食料であるといえる。

5.2,2食 料を供給 してくれる人々を尊重すること

　ホッキ ョククジラを捕獲 し、村人に提供するの

は、村に約50人 いる捕鯨キャプテンがそれぞれ率

いる捕鯨集団である。 自主的にホッキ ョククジラ

猟を行い、その成果物を村人に分配する捕鯨キャ

プテンやその妻、クルーと呼ばれる捕鯨者 に対し

て村人は敬意を払うとともに、解体の手伝 いや道

具や資金の提供などさまざまなかたちで捕鯨活動

を支援している。

5.2.3食 料システムを地域に根 ざしたものにする

　ホッキ ョククジラ猟はアラスカ先住民によって

特定 の村で実施されている生業活動である。その
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捕鯨の準備から産物の消費まですべて地元に根ざ

した独自の生産 ・分配 ・消費システムの中で行わ

れている(岸 上2014a)。

5.2.4地 元の管理

　捕鯨については国際的かつ国家的規制は受けて

いるものの、ホッキ ョククジラについてはアメリ

カ政府のNOAAと アラスカ ・エスキモー捕鯨委員

会が共同管理を行っている。 また、捕鯨の開始や

終了、捕獲頭数の管理は各村の捕鯨協会が行って

いる。 したがって、ホッキョククジラ猟は制限付

きではあるが、その生産を地元民が参画しながら、

管理 しているといえる。

5。2.5知識や技術の構築

　 アラスカ先住民の捕鯨は1000年 以上にわたって

行われてきた生業活動のひとつであ り、ホッキョ

ククジラや自然環境、捕鯨技術 に関する知識が蓄

積され、代 々、受け継がれている。 したがって、

イヌピアットの伝統 ともいえる捕鯨は、外来の知

識や技術だけでな く、地元の伝統的な知識や技術

が活用されている。

5.2.6自 然との連携

　捕鯨はホッキ ョククジラの存在、そ してそれを

取 り巻く自然環境の存在があってはじめて成立す

るものであり、クジラの乱獲や 自然の破壊ではな

く、それ らとの共存関係のもとで実施される。イ

ヌピアッ トの捕鯨の文化的背景には、彼 らによる

クジラや自然に対する敬意と共生を望む強い意志

がある。彼 らの捕鯨は 自然との連携を前提 として

いる。

　以上か ら、ホッキ ョククジラ猟による食料の生

産 ・流通 ・消費は現地社会に根ざしたものであり、

「食料の主権」を確立するための条件を満た して

いると考える。

6.小 結:イ ヌピアッ トの捕鯨と 「食料の安全保

　　障」、「食料の主権」

　人々が食料を確保し、健全に生きていくための

グローバルな指針として安全保障と主権の考えが

存在 している。本稿では、国際社会が推奨する保

障と主権 との関連か らイヌピアッ トのホッキ ョク

クジラ猟を検討 した。

　ホッキョククジラ猟のように捕鯨で得た肉や脂

皮や内臓を分配し、共食することは、単に食料を

獲得するというだけでなく、文化的に価値の高い

食料を手に入れ消費することになる。それによっ

て、捕鯨とその後の分配や祝宴での共食などの実

践 を通 してイヌピアッ トの文化や社会関係を維

持 ・再生産 させることができるのである。したがっ

て、生業狩猟や生業漁撈 から得 られ る地元産の食

料は混交経済システムの中で現代のイヌピアット

がイヌピアッ トとして生き抜くために不可欠な要

素であるといえる。

　ウットゥキアグヴィク村におけるイヌピアット

による捕鯨とその産物の利用は、「食料の安全保

障」の4つ の要素に合致する。 また、国内外の法

的な規制の下で実施 されているとはいえ、イヌピ

ア ットの捕鯨やそのほかの狩猟 ・漁労は特定の地

域にお いて自主的にかつ 自らの管理のもとで実

施 しており、「食料の主権」の理念 にも合致する。

このことは、イヌピアットにとってホッキ ョクク

ジラ猟によって食料を確保することが、グローバ

ルなスタンダー ドにも合致 してお り、重要である

ことを支持するものである。

　問題は、イヌピアットが今後いかにホッキ ョク

クジラ猟を継続 していけるか ということである。

本稿では、少なくともアラスカ先住民による生業

捕鯨の存続を脅かす可能性が高い要因を指摘した。

これ らの問題 をいかに対処しながら克服するかが

イヌピアットの食料確保問題にとって重要である。

　表5で 示 したように、2010年 から2018年 にかけ

てウッ トゥキアグヴィク村のイヌピア ットは毎年、

約22頭 のホ ッキョククジラを捕獲 している。イヌ

ピアットによる現在の捕鯨は現金収入とその利用

に依存しているため、喫緊の課題のひとつは、い

かにして捕鯨に必要な諸経費をいかに安定的 に

調達するか ということである。法律的にも社会慣

習の点からも鯨肉や脂皮を販売できないとす る

と、また、捕鯨やその成果の分配がイヌピアッ ト

にとって全村的で公共的な活動であるとすると

(岸上2013b;2414a)、 捕鯨の実施に当たってウッ

トゥキアグヴィク村 の先住民会社Ukeagvik　Inupiat

やノース ・ス ロー プ郡の先住民会社Arctic　Slope

Regional　Corporationな どで捕鯨のための補助金1罰



　 　の 正 式 な 分 類 で はcityで あ る が 、 人 口 規 模 が

　 　6000人 に満 た な い の で 日本 語 と して は村 と し

　 　て 表 記 す る。

3)極 北 地 域 にお け る 食 料 の 安 全 保 障 と食 料 の 主

　 権 に つ い て は 、Nilsson　 and　Evengard(2015)

　 　が 論 じて い る。 北 ア メ リカ 先 住 民 社 会 の 食 料

　 　の 安 全 保 障 に つ い て は、 岸 上(2010,2014b)、

　 Duhaime　 and　Bernard　 eds.(2008),　 Ford　et　al

　 　 (2016),Harder　 and　Wenzel(2012),　 Kenny　 et

　 　al(2018)、 】しamalice　et　al(2G16)、R.eady(2016)

　 　な どが あ る。 ま た 、 食 料 の 主 権 に つ いて は 、

　 　近 藤(2018)やZappia(2017)、 　Miheshuah(2017)、

　 　Hoover(2017),　 Katanski(2017),　 Hill(2017),

　 Ruelle(2017)、 　Salmon(2017)な どが あ る。

4)こ の統 計 に は、 イ ヌ ピ ア ッ トで な い ヨー ロ ッ

　 　パ 系 ア メ リカ 人 や ア ジ ア か らの 移 民 の 労 働 者

　 　 (全体 の 約33パ ー セ ン ト)が 含 ま れ て い る た

　 　め、 平 均 所 得 が 高 くな っ て い る点 に 注 意 す る

　 　必 要 が あ る。 一 方 、 イ ヌ ピア ッ トの 収 入 に は

　 　ア ラ ス カ 州 政 府 や 先 住 民 会 社 か らの 配 当 金 が

　 含 ま れ て い る。

5)9パ ー セ ン トの 世帯 が 村 全 体 の70パ ー セ ン ト

　 　の 野 生 食 料 を狩 猟 ・採 集 し、 家 族 ・親 族 や 他

　 　の村 人 に 鯨 肉や 脂 皮 な ど を 分 配 して い る。

6)狩 猟 や 漁 労 に よ っ て 食 料 を 獲 得 す る た め に

　 　は 、 ガ ソ リン代 や ライ フ ル の 銃 弾 代 、 ス ノ ー

　 　モ ー ビ ル の 修 理 や 買 い替 え な ど の経 費 が か か

　 　る。 狩 猟 や 漁 労 で 獲 得 した 食 料 は 、 店 舗 で購

　 　入す る 牛 肉 や 豚 肉 よ りも 栄 養 価 が 高 く、 金 銭

　 　的 に も割 安 で あ る と 考 え る 入 類 学 者 が 多 い

　 　が(Wenzel　 1991)、 野 生 食 料 を現 金 に 換 算 す

　 　る 時 に 、 そ の 経 費 を差 し 引 い て 計 算 し た 場

　 　合 、 店 舗 で 購 入 す る牛 肉 や 豚 肉 よ り も金 額 が

　 　高 くな る 可 能 性 も あ る(ス チ ュ ア ー ト1995,

　 　1996)a

7)ホ ッキ ョク ク ジ ラの 季 節 的 移 動 ル ー トは 、 エ

　 　サ と な る オ キ ア ミな ど の 分 布 と相 関 関 係 に あ

　 　る と考 え られ て い る。 オ キ ア ミ は 海 氷 や 流 氷

　 　の下 に集中 して 生 息 して い る こ とが 多 い た め 、

　 　温 暖 化 によ る海 氷 や 流 氷 の 減 少 や そ れ らの 分

　 　布 域 の 変 化 は、 同 ク ジ ラ の 移 動 ル ー トに影 響

　 　を 与 え る可 能 性 が 高 い。 た だ し、 こ の点 は い

度を創設 して、その補助金を利用することを推奨

する。その際、カナダのケベック州ヌナヴィク地

域のイヌイッ ト社会で構築 し、運用しているハ ン

ター ・サポー ト・プログラムが参考になると考え

る(岸 上2005,2010,2014b;Kishigami　 2000)。

　 イヌピアッ トの捕鯨は地球の局所で行われてい

るローカルな実践であるが、地球温暖化や資源開

発、国際的な捕鯨規制、国際的な環境保護 ・動物

保護運動などのグローバルな問題乏 も深 くかか

わっている。 このローカルとグローバルが重なり

合い、対立しあう捕鯨の存続によって食料確保問

題の解決を図るためには、多様な利害関係者と協

議し、合意の上で、 協働しながら鯨資源や海洋環

境 を維持させていく必要がある。すなわち、イヌ

ピアッ トは、石油会社、海運会社、連邦政府、州

政府、自然保護団体、動物保護団体、IWC、 アラ

スカ州民、アメリカ国民、各国政府 ら国内外の多

様なアクターや利害関係者と話 し合いに基づいて

捕鯨存続の合意を得る必要があるといえるだろう

(岸上2009;Kishlgami　 2010)。

　 この問題解決に関 して文化人類学者は、多様な

個人や利害集団に先住民文化や捕鯨の必要性に関

す る情報を提供することによって貢献することが

できる。また、地元のイヌピアットの人々と地域

内外の利害関係者との問で議論や交渉をする話 し

合いの場を組織 したり、調整役としての役割を果

たした りすることができる。すなわち、アラスカ

先住民社会の 「食料の安金保障」や 「食料の主権」

を実現させ、継続させ る上では、文化人類学者や

文化人類学的方法、文化人類学的知見は重要な役

割 を果たす と考える。
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注

1)本 研究は、平成31年 度科学研究費 ・基盤(A)

　　「北米ア ラスカ ・北西海岸地域 にお ける先住

　　民文化 における先住民文化の生成と現状、未

　　来 に関する比較研lv」(代 表者1岸 上伸啓、

　　課題番号:JP19HOO565)お よび国立民族学

　　博物館共同研究 ギ捕鯨と環境倫理」の成果の

　　一部である。

2)ウ ッ トゥキアグヴィク(旧 バロー)は 、米国



アラスカ先住民社会における食料の安全保障と食料の主権について一2010年代のアラスカ州ウットゥキアグヴィク(旧バロー〉のイヌピアットの事例を中心に

まだ実証 されていない。一方、温暖化は春季

の海氷原 を不安定にさせてお り、そ こでキャ

ンプを行いなが ら捕鯨に従事す るイヌピアッ

トには大きな影響がでている。すなわち、温

暖化はイヌピアッ トの春季捕鯨 に悪影響を及

ぼしている。
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